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資料３４ 
   

 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 

 

件

名 
区立小・中学校ＰＴＡへの児童・生徒名簿の外部提供について 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

 

条例の根拠 

【諮問】 

◇第 12条第 2項第 4号（外部提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（担当部課：教育委員会教育支援課） 
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事業の概要 

事業名 ＰＴＡへの活動支援 

担当課 教育支援課 

目 的 ＰＴＡの円滑な活動を支援し、青少年の健全育成に資するため 

対象者 新宿区立小・中学校に在籍する児童・生徒（全児童・生徒約 12,000名） 

事業内容 
１ ＰＴＡについて 

 ＰＴＡは子どもたちの健全育成を目的とする社会教育関係団体であり、各学校の保護者

と教員で構成されており、保護者の加入・非加入の別なく、学校に在籍する児童・生徒を

対象に健全育成に資する活動を実施している。新宿区では全ての区立小・中学校に PTA が

設置されており、教育委員会は子どもたちの健全育成を目的とする活動を支援する目的か

ら、ＰＴＡに対する運営支援を行っている。  

２ 課題 

 現在、各学校のＰＴＡは、ＰＴＡへの加入・非加入の別なく、学校に在籍する全ての児

童・生徒を対象に、様々な行事等を実施しているが、以下の理由からＰＴＡに非加入の児

童・生徒の氏名及びクラス名についても把握しておく必要がある。 

（１）緊急時の対応 

ＰＴＡが主催する行事開催時における災害や怪我、連れ去り等の事故が生じた際に、

学校や保護者と緊急連絡をとるため。 

（２）行事の円滑な運営 

ＰＴＡが主催する全校児童・生徒を対象とした行事を開催するにあたり、ＰＴＡ非

加入の児童・生徒の氏名及びクラス名についてもあらかじめ把握しておくことで、学

年やクラスのバランスを考慮したグループ分けや表彰状や記念品の準備を事前に進め

ることができ、行事を円滑に運営することが可能になるため。 

上記理由から、児童・生徒の安全確保を図る体制をとるとともに、全児童・生徒の健全

育成を目的としたＰＴＡの活動を円滑に実施するためには、児童・生徒の氏名及びクラス

名に限って、学校からＰＴＡに対して提供することが必要である。 

３ 今後の対策 

学校が保有する児童・生徒の個人情報（氏名及びクラス名）のＰＴＡへの提供に当たっ

ては、以下の対応を行うことで、適正な個人情報の管理・運用を徹底する。 

（１） 教育支援課 

ア ＰＴＡ研修会などでのＰＴＡに対する個人情報の取扱いに関する説明・情報提供 

イ ＰＴＡへの個人情報管理用用具（鍵付き金庫）の提供 

ウ 学校及びＰＴＡに対する適正な個人情報の取扱いに関する相談支援 

（２） 各学校 

ア ＰＴＡに提供する名簿（氏名及びクラス名）を作成し、毎年度、年度末にＰＴＡ

から名簿の返却を受け、裁断処理を行う。 

  イ 適宜、ＰＴＡから名簿の管理状況の報告を受け、確認する。 

（３） 各学校単位のＰＴＡ 

  ア 名簿の管理責任者、閲覧・使用者の指定を行う。 

イ 学校から提供された名簿は、学校内で施錠管理を行う。 

  ウ 管理責任者の管理の下、名簿の使用簿を作成し、閲覧・使用の日時、氏名、 

目的、返却確認者等を記入する。なお、名簿の管理場所から持ち出す際は複 

写したものを持ち出すこととする。 

  エ 管理責任者は月１回以上、使用簿をもとに名簿が適正に管理されているこ 

とを確認し、適宜、学校に対して、管理上状況の報告を行う。 

  オ 毎年度、年度末に名簿（複写したものを含む。）を学校へ返却する。 

※詳細は資料３４－１参照 



 

3 

別紙（外部提供関係） 

◇１．外部提供（第12条第2項第4号関係）・・・諮問事項 

 

件名 区立小・中学校ＰＴＡへの児童・生徒名簿の外部提供について 

 

保有課（担当課） 区立小・中学校 

登録業務の名称 児童・生徒名簿 

登録業務の目的 児童・生徒の安全確保及び健全育成を図るため 

外部提供の相手方 各区立小・中学校単位のＰＴＡ 

外部提供を行う理

由 

児童・生徒の安全確保及びＰＴＡ活動の円滑な実施を支援することで、児童・生

徒の健全育成を図るため 

外部提供を行う情

報項目 
児童・生徒の氏名及びクラス名 

外部提供を行う際

に使用する記録媒

体 

 紙 

外部提供に当たっ

ての区としての情

報保護対策 

・学校内において、個人情報（氏名及びクラス名）を記載した紙で提供する。 

・学校は、年度末に必ず回収し、裁断処理を行う。また、適宜、ＰＴＡから名簿の

管理状況の報告を受け、確認する。 

・教育支援課はＰＴＡ研修会などで個人情報の取扱いに関する説明や情報提供を行

うとともに、学校やＰＴＡに対する相談支援を行う。 

 

外部提供の相手方

としての情報保護 

対策 

 

・各学校単位のＰＴＡ規約での個人情報保護に関する規程に、管理責任者や管理方

法について定め、管理体制を確立させる。 

・施錠ができる個人情報保管用品（鍵付き金庫）での保管を徹底する。 

・閲覧・使用者が複写を持ち出す際には区個人情報事故対応マニュアルに準拠し、

適切な使用を徹底する。 

外部提供の時期 本審議会承認日以降、毎年度 

緊急時の外部提供

における本人通知

の状況 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 


